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  要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等の取組みについて 
 

 平素より、災害に対する対応については、格段のご尽力をいただき感謝いたします。 

先日、台風第６号の影響から短時間に大雨をもたらす線状降水帯が発生し、県南部

では記録的な大雨となり、古座川水系古座川に最も警戒が必要な「レベル５氾濫特別

警報」を全国で初めて発表しました。県内の高齢者施設では、過去の水害の経験やハ

ザードマップを通じて、河川氾濫の危険性を認識していたため、職員が１階の利用者

を２階に垂直避難させるなど迅速な避難行動が行われ、重大な人的被害は発生しませ

んでした。 

本県は南海トラフ地震など社会福祉施設等の運営に大きな影響を与える災害の発

生が想定されており、要配慮者利用施設においては、災害発生時に迅速な対応ができ

るよう事前に準備しておくことが非常に重要となります。 

避難確保計画の作成及び避難訓練の実施については、水防法又は土砂災害防止法等

に基づき、市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施設においては義務となっ

ておりますが、令和７年９月末時点での避難確保計画（洪水）の作成率は９５％（全

国平均８８％）となっています。 

ついては、災害発生時に備えて、避難確保計画の作成や、すでに作成済みの避難確

保計画の充実・改善を図るための変更等に関して下記内容について御了知いただき、

利用者の円滑かつ迅速な避難のための取組を積極的に進めていただきますようお願

いします。 

 なお、具体的な運用については、施設等所在市町村の地域防災計画所管課にお問い

合わせください。市町村地域防災計画に定められていない要配慮者利用施設におかれ

ましても、利用者及び従業者の命を守るため、避難確保計画の作成や見直し及び訓練

の実施について積極的な取組みをお願いいたします。 

 また、災害発生時には災害時情報共有システムに入力いただいた情報を活用して、

国、県、市町村、高齢者施設等の間で緊密な連携を図り、被災施設等への迅速かつ適

切な支援を行うことを想定しておりますので、災害発生時に速やかに被災状況等を入

様 



力いただける体制を構築いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１．避難確保計画の作成 

 ・水防法又は土砂災害防止法等に基づき、市町村地域防災計画に定められた要配

慮者利用施設（以下「施設」という。）は、避難確保計画の作成及び避難訓練

の実施が義務付けられています。 

（※ 市町村地域防災計画の詳細については、施設等所在地の市町村にお問い合

わせください。） 

 ・業務継続計画（ＢＣＰ）を作成している施設については、既存のＢＣＰに避 

難確保計画に関する項目を加えたうえで、避難確保計画として市町村に報告 

することも可能です。 

２．避難確保計画チェックリストの作成 

  避難確保計画を新たに作成・変更する場合、既に作成している場合は、避難訓

練の結果報告の際に、チェックリスト（別紙１）の提出が求められます。 

３．避難訓練の実施 

  市町村地域防災計画に定められた施設については、避難訓練の実施が義務付け 

られています。 

４．避難訓練結果の報告 

   避難訓練を実施した場合に、施設管理者から市町村長に対し、訓練結果を報告 

（別紙２）することが義務づけられています。 

  （※ 避難訓練を原則年一回以上実施し、訓練実施後、概ね１ヶ月を目安に、市町

村への訓練結果の報告が必要） 

５．関係資料 

・国土交通省ＨＰ：要配慮者利用施設の浸水対策 

https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.html 

・社会福祉施設の避難確保計画チェックリスト（別紙１） 

・避難訓練実施報告書（別紙２） 

・要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き（洪水、雨水出水、

高潮、土砂災害、津波）（令和 8年 5月、国土交通省） 

・社会福祉施設における避難の実効性を確保するための留意点（「社会福祉施設に 

おける避難の実効性確保に関する取組み等について」（令和 3年 6月 25日付け 

府政防第 764号他内閣、消防庁、国土交通省、厚生労働省関係課長連名通知）よ 

り抜粋） 

・防災気象情報に関するチラシ（内閣府（防災担当）・消防庁） 

・令和８年４月 20日付け介第 45号「災害時情報共有システムに係る平時における

物資の備蓄状況等報告機能の追加に伴うシステム入力について」 

 ・令和８年５月 15日付け介第 90号「大規模災害に備えた災害対策の一層の強化

について」 
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